
再商品化業務フロー（ガラスびん）

      

物の流れ

金銭の流れ

情報の流れ（連絡・報告等）

消費者
運搬事業者

再生処理事業者
再商品化製品
利用事業者

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
（指定法人）

③ 分別基準適合物の引き渡し実績報告
オンライン入力
（引き渡し・引き取り作業発生月の
翌月５日（休みの場合は翌日）

⑦
市
町
村
負
担
分
の
請
求(

四
半
期
ご
と)

① 引き取り依頼連絡（２週間前）

② 自社運搬

④ 販売

⑦ 再商品化実施委託料支払
（翌月末）

特定事業者

再商品化実施状況報告再商品化委託

③

②

市
町
村
か
ら
の
引
き
取
り
実
績
報
告
（
翌
月
５
日
）

⑥再商品化製品引き渡し実績報告書

オンライン入力

（翌月５日締切。ただし連休、年末年始、５日が

土日祝祭日の場合は変更有り）

●再商品化製品引き渡し実績報告書

以下、協会へ送付

●再商品化製品受領書及び再商品化製品の

最終販売先が作成し、 受領印を押印した

引き取り伝票（下記⑤）の写し

●受払い月報（その他の原材料のみ）

資
料
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⑤再商品化製品受領書及び引き取り伝票

市町村
一部事務組合

⑧ 再商品化委託費用
（市町村負担分）の支払
（請求書受領後30日以内）

再商品化費用
（特定事業者分）支払

注１）容リ法第十条の二に基づいて、「再商品化合理化拠出金」が発生した場合、指定法人から市町村に支払われますがその金銭の流れについては図中に記載しておりません。

注２）「有償入札拠出金」が指定法人から市町村へ支払われますが、その金銭の流れについては図中に記載しておりません。
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再商品化業務フロー （PETボトル）

    

物の流れ

金銭の流れ

情報の流れ（連絡・報告等）

消費者 運搬事業者 再商品化製品
利用事業者

③ 分別基準適合物の引き渡し実績報告
（オンライン）
（引き渡し・引き取り作業発生月の
翌月５日）

① 引き取り依頼連絡（２週間前）

② 自社運搬

④ 販売

⑦再商品化実施委託料支払
（翌月末）

特定事業者

再商品化業務報告再商品化委託 ⑥ 再商品化に関わる実績報告
●再商品化製品引き渡し実績報告（オンライン）

（翌月５日）

●再商品化製品受領書及び再商品化製品の引き渡し
先が作成し、受領印を押印した引き取り伝票の写し
（下記⑤を送付）（翌月12日）

●フレーク製造完了証明（翌月12日）

③’（翌月５日） 市町村からの引き取り実績報告（オンライン）

⑤再商品化製品受領書及び引き取り伝票
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市町村
一部事務組合 再生処理事業者

再商品化費用
（特定事業者負

担分）支払

注１）容リ法第十条の二に基づいて、「再商品化合理化拠出金」が指定法人から市町村に支払われますが、その金銭の流れについては図中に記載しておりません。
注２）「有償入札拠出金」が指定法人から市町村へ支払われますが、その金銭の流れについては図中に記載しておりません。

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
（指定法人）

分別
収集



再商品化業務フロー　（紙製容器包装）

物の流れ

金銭の流れ

情報の流れ（連絡・報告等）

再生処理事業者
消費者

再生処理事業者
運搬事業者

再商品化製品
利用事業者

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
（指定法人）

③ 分別基準適合物の引き渡し実績報告
（引き渡し・引き取り作業発生月
の翌月５日（休みの場合は翌日）

① 市町村から引き取りを行い最初の再生処理を行う事業者に

引き取り依頼連絡（２週間前）

④ 販売

12 再商品化実施委託料支払
（翌月末）

特定事業者

報告委託

②引取

⑥～⑪実績報告
（毎月５日。休みの場合は翌日）
ジョイントグループの代表事業者は、ジョイントグループ全体

の再商品化実績をとりまとめ、協会に毎月5日までに再商品化
実績報告を提出する。
⑥分別基準適合物の市町村からの引き取り実績報告(オンラ
イン）
⑦再商品化販売実績報告（オンライン）
⑧再商品化製品の受領書
（⑧には、納品時の計量伝票を必ず添付すること）
⑨再商品化実績総括報告（オンライン）

各再生処理事業者は、工場ごとの実績を報告する
⑩日報

⑪月報

⑤ 再商品化製品受領書及び計量伝票

⑥～ ⑪
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再生処理事業者

ジョイントグループ代表事業者

13

市
町
村
負
担
分
の
請
求

14 再商品化委託費用
（市町村負担分）の支払
（請求書受領後30日以内）

（
四
半
期
ご
と
）

市町村
一部事務組合

注１）容リ法第十条の二に基づいて、「再商品化合理化拠出金」が指定法人から市町村に支払われますが、その金銭の流れについては図中に記載しておりません。
注２）「有償入札拠出金」が指定法人から市町村へ支払われますが、その金銭の流れについては図中に記載しておりません。



再商品化業務フロー　(プラスチック製容器包装）

物の流れ

金銭の流れ

情報の流れ（連絡・報告等）

消費者
市町村

一部事務組合 運搬事業者
再生処理事業者 再商品化製品

利用事業者

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
（指定法人）

③ 分別基準適合物の引き渡し実績報告
オンライン入力 毎月５日締切

① 引き取り依頼連絡

② 自社運搬

④ 再商品
化製品販売

⑩ 再商品化実施委託
料金支払（翌月末）

特定事業者

再商品化業務報告再商品化委託

②
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⑫ 再商品化委託費用
（市町村負担分）支払

⑥～⑧オンライン実績報告入力
（毎月５日締切。ただし連休、年末年始、
５日が土日祝祭日の場合は変更有り）

⑥引取実績報告
⑦販売実績報告
⑧実績総括報告

以下 協会へ送付（毎月12日必着）

⑨再商品化製品受領書及び

引き取り伝票（⑤）の写し

⑤ 再商品化製品受領書及び
引き取り伝票

再商品化費用（特
定事業者分）支払

⑪ 請求
（四半期毎）

分別

注）容リ法第十条の二に基づいて、「再商品化合理化拠出金」が指定法人から市町村に支払われますが、その金銭の流れについては図中に記載しておりません。
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